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医療機関での間違い接種の発生について 

 

 

医療機関に入院している方へ、新型コロナウイルスワクチン６回目接種を２回実施する間違い接

種がありました。 

 

（１）内容 

この方については、医療機関に入院中であり６月１３日に６回目接種（ファイザーmRNA オミク

ロン株）を接種済みでした。６月２２日、同室の別の方へ病室内で６回目接種を行う際に、既に接

種済みであったこの方へ再度の接種をしてしまったものです。 

接種を受けた方について、健康状態に変化はありませんが、医療機関で引き続き健康観察を行い

ます。 

 

（２）再発防止 

予防接種を適切に実施するための手順と合わせ、患者の識別を徹底できるよう、再度周知を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療部保健センター　担当者：島山　町田（英） 

☎０４９４－２２－０６４８ 

FAX：０４９４－２２－５３３８
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物価高騰・電気代値上げの影響を受ける事業者を支援！ 

 

　市では、物価高騰による電気代や燃料費の値上がりの影響を受けている市内事業者 

に対して、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を財源に、２つ 

の補助制度で支援します。 

 

補助制度（概要） 　 

① 省エネ設備更新補助金 

　 対象：市内に事業所を有する中小事業者等（全業種対象） 

　 補助対象設備：燃料や原材料等の使用量削減及び温室効果ガス排出量の削減につながる設備 

例）省エネ基準等をクリアした空調設備、照明設備、冷凍冷蔵設備等 

ボイラー・給湯設備、エネルギー管理システム、蓄電池等 

　 補助対象経費：設計費、省エネ設備購入費、省エネ設備導入工事費等の設備更新費用 

   補助額：≪製造業≫上限１００万円、≪製造業以外≫上限５０万円 

※補助対象経費の１/２　 

 

② 高圧電力利用事業者補助金 

　 対象：市内に事業所を有する高圧または特別高圧の電力供給を受けている中小企業者等 

（ただし、製造業は大企業も対象） 

　 補助額：高圧又は特別高圧の電力利用施設における 

「令和４年１０月分～令和５年６月分」までの任意の 

３か月分の使用電力量の合計（kWh)×２円で算出した額（千円未満切捨て) 

           ただし、１事業者あたり、特別高圧電力契約　１５０万円を上限 

高圧電力契約　　　１００万円を上限　 

 

※補助事業の詳細は、別添のチラシをそれぞれ参照ください。 

 

 　 

 

産業観光部 先端技術推進課 

担当者：林 

TEL　０４９４－２１－５５２２（直通） 

FAX　０４９４－２５－０１３６

 
申請期間

①７月１０日(月）～８月１０日(木）　※申請多数の場合、抽選 
②７月１０日(月）～８月３１日(木）　※申請多数の場合、按分

 
申請先

　先端技術推進課（歴史文化伝承館３階） 

※郵送可（〒368-8686 秩父市熊木町 8－15 先端技術推進課宛）



  
　 
 
                                              

◎物価高騰による電気代や燃料費の値上がりの影響を受けている 

事業者に対して、燃料、原材料等の使用量削減につながる設備 

導入経費の一部を補助します。 

 

対 象 者　　　　　　　　　　　　　　　　　 

市内に事業所を有する中小事業者等（※）で市税の未納がない方（全業種対象） 

　　　※中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者 

及び同条第５項に規定する小規模企業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対象となる設備 

燃料や原材料等の使用量削減及び温室効果ガス排出量の削減につながる設備 

例）空調設備、照明設備、ボイラー・給湯設備、冷凍冷蔵設備、 

エネルギー管理システム、蓄電池等 

（※詳細は裏面参照：設備ごとの省エネ基準等が記載しています。） 

 

　補助対象経費　設計費、省エネ設備購入費、省エネ設備導入工事費、諸経費 

補助金の額 　≪製造業≫上限１００万円、≪製造業以外≫上限５０万円 

＊補助率⇒補助対象経費の 1/2　　　補助対象経費が税抜き６０万円以上のものが対象 

　申請書類 

　・申請書（様式第 1号）、事業計画書、収支予算書 

　・導入する設備の配置図 

・既存設備の写真（ただし、ガスコージェネレーション、エネルギー管理システム、蓄電池の場合は不要） 

　・導入する設備の仕様を確認することができる書類（カタログの写し等） 

・補助事業に係る見積書の写し 

事業着手前に、交付申請書へ関係書類を添えて申請してください。 

 

　申請手続きから支払いまでのフロー図 

 

 

 

 

 

裏面も必ずご覧ください。 

 申請期間 令和５年７月１０日(月）～８月１０日（木）
 

申請先

　先端技術推進課（歴史文化伝承館３階） 

※郵送可（〒368-8686 秩父市熊木町 8－15 先端技術推進課 宛） 

　締切当日の消印有効

HPの QRコード

申請受付　　

令和 6年 3 月 1日（金）までに提出 

◇申請書は市のHPから 
ダウンロードできます

予算超過の場合は抽選により決定



  

 補助対象となる省エネ設備とその基準一覧 

 

Ｑ＆Ａ（よくある問い合わせ） 

　

 設備の種類 設備基準

 高効率空調設備、 

高効率照明設備（LED）及び高効

率給湯設備

既存の設備を更新する目的で導入するもので、国等による環境物品の調達の推進等に関する法律

（平成 12 年法律第 100 号）に適合するもの、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年

法律第49 号）第 145条第１項及び第２項の規定に基づき定められた特定エネルギー消費機器に係る

エネルギー消費性能等の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべ

き事項（以下「トップランナー基準」という。）を満たすもの等の省エネ性能の高い設備に限る。

 高効率ボイラー設備 15 年以上使用した既存設備を更新するものに限る。

 業務用冷凍冷蔵設備 既存設備を更新するもので、トップランナー基準を達成した設備又はこれと同様の性能を有すると認

められる設備に限る。

 交流電動機（圧縮機、送風機及

びポンプ単体）

既存設備を更新するもので、トップランナー基準を達成した設備又はこれと同様の性能を有すると認

められる設備に限る。

 変圧器 既存設備を更新するもので、トップランナー基準を達成した設備又はこれと同様の性能を有すると認

められる設備に限る。

 ガスコージェネレーションシステム 都市ガスを燃料として、必要な場所で電気をつくり、同時に発生する熱を冷房・暖房・給湯・蒸気など

に利用できるシステムの構築

 エネルギー管理システム 施設におけるエネルギー使用状況を把握し、最適なエネルギー利用を実現するためのシステム構築

 蓄電池 太陽光発電設備と併せて導入し、当該設備と連携するものであって、かつ、経済産業省が行うネット・

ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業又は環境省が行う戸建て住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス (ＺＥＨ)化支援事業の対象機器であるものに限る。

 Q１ すでに省エネ設備の導入を行ったが、対象にはなるか？

 A１ 交付決定以前に施工（着工）しているものについては対象となりません。

 Q2 省エネ設備とは具体的になにか？

 A2 交付要綱別表１のとおりで、グリーン購入法適合やトップランナー基準達成等、 省エネ性能の高いものが該当し

ます。  

＜参考：グリーン購入法適合＞ 

 環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスのこと。  

環境省 HP：https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/  

＜参考：トップランナー基準（制度）＞  

対象となる機器や建材の製造事業者等に対して達成を促す、エネルギー消費効率 の目標のこと。省エネ基準を

達成した機器には緑色のｅマーク　 　、達成していない機器はオレンジ色　 　で表示している。  

経産省 HP:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/equipment/ 

 Q3 リースでの導入は対象となるか？

 A3 対象になりません。

 Q４ 他の補助金を受けている場合でも、当該補助金の交付を受けることは可能か？

 A4 補助対象経費について、国や県など他の補助金の交付を受けている場合は、併用はできません。 

※なお、埼玉県（温暖化対策課）において、「令和 5 年度 CO2 排出削減設備導入事業【緊急対策枠】」として 

　　7/18～21の期間で公募開始となっていますので、大規模な設備更新を予定する事業者の方は、そちらの公募

をご検討ください。



  
　 
 
                                              
 

◎電気代の値上がりの影響を強く受けている事業者に対して 

電気料金の一部を補助します。 

 

対 象 　次の①～③のすべてを満たす事業者等 

①  市内の事業用施設（店舗、工場、事務所で、所有、管理又は占有している施設）に 

おいて、小売電気事業者と契約し、高圧又は特別高圧の電力供給を受け、かつ電気料金 

を負担している中小企業等（※ただし、製造業は大企業も対象とします）。 

　　②　市税の未納がない方 

　　③　県の物価高騰対策の運営費補助金を受けていないこと 

　　　　（例：福祉施設、医療機関、施設園芸生産者等） 

 

補助対象経費 

高圧電力利用施設における令和 4年 10 月分～令和 5年 6月分まで 

（任意の 3か月分）の電気料金（小売電気事業者に対し、既に支払済のものが対象） 

 

補助金の額 

　高圧又は特別高圧電力利用施設における「令和４年１０月分～令和５年６月分」までの 

任意の３か月分の使用電力量の合計（kWh)×２円で算出した額　（千円未満切捨て) 

ただし、１事業者あたり、特別高圧電力契約  　１５０万円を上限 

高圧電力契約  　　　１００万円を上限　　　　　 

　申請書類 

・申請書(様式第１号） 

・高圧電力利用施設一覧表（別紙１） 

・交付申請書に記載のある電気使用に関する情報（契約名義、小売電気事業者の名称、使用場所、

契約種別（電圧等）、使用した月、使用電力量、電気料金の額）が分かる書類（電力会社からの請

求書内訳書や料金計算書、領収書等） 

 

※ 申請書類は、市ホームページからもダウンロードできます。 

 

裏面も必ずご覧ください。 

 

 

 申請期間 令和５年７月１０日(月）～８月３１日（木）
 

受付場所

　先端技術推進課（歴史文化伝承館３階） 

※郵送可（〒368-8686 秩父市熊木町 8－15 先端技術推進課 宛） 

　締切当日の消印有効

HP の QR コード



 申請手続きフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q＆A（よくある問い合わせ） 

Q1：どの業種が支援の対象となりますか？ 

A1：本補助金の申請には、業種による制限はありません。 

　　秩父市内の高圧（または特別高圧）の電気契約をしている施設で事業を行っており、その電気

料金を直接負担している中小企業等が対象となります。 

　　※ただし、製造業を営む事業者は大企業も対象となります。 

Q2：他の補助金を受けている場合に、今回の補助金の対象になりますか？ 

A2：埼玉県が実施する物価高騰対策に基づく運営費補助金を受けている施設は今回の補助対象にな

りません。 

　　例）高齢者施設、障害者施設、保育所、放課後児童クラブ、病院、調剤薬局、園芸施設等 

　Q3：事業用施設の電気契約が、高圧かどうかわからない場合はどうすればよいか？ 

　A3：電気料金の請求書等に契約内容（高圧、低圧など）が記載してある場合がありますのでご確認

ください。低圧である場合はご申請いただけません。請求書等の契約内容を見ても、高圧・低

圧の記載がない場合や見方がわからない場合には、お手数ですが、契約している電気事業者に

契約内容をお問い合わせください。 

　Q4：高圧電力を利用する施設が複数あるのですが、それぞれ別々に申請できますか？ 

  A4：申請は 1事業者につき 1回のみです。対象となる施設を複数所有している場合には、すべての

対象施設の任意の３か月分の使用電力量を合計して、１回で申請してください。 

　Q5：申請は先着順か？ 

　A5：申請は先着順ではありません。申請受付期間終了時において、予算を上回った場合は、交付決

定した申請額を基に予算の範囲内で按分して交付します。 

　Q6：申請に必要な書類の「電気料金請求内訳書」とは何のことですか？ 

　A6：電気事業者が毎月発行する契約している施設の所在地や契約プラン、その月の使用電力量など

が記載された書類のことです。 

　Q7：請求内訳書と領収書のどちらか片方だけあれば申請できますか？ 

　A7：請求内訳書は秩父市内の施設で高圧（特別高圧）電力を使用していることと使用電力量を、領

収書は電気料金を負担していることを確認するために使用します。そのため、どちらか片方の

申請ではできません。ただし、領収書に施設の所在地と契約内容、使用電力量のすべてが記載

されている場合のみ、請求内訳書なしでも申請いただけます。 

 

 

【問い合わせ】　秩父市　産業観光部　先端技術推進課　(歴史文化伝承館３階)　 

℡２１－５５２２（直通）

①申請受付【令和 5 年 7 月 10 日（月）～8 月 31 日（木）】 
↓※予算超過の場合は按分して交付 

②市から補助金交付決定通知書を郵送（9 月末予定） 
　　　　　　　　　　　　　 ↓ 
③請求書を市へ提出 
　　　　　　　　　　　　　 ↓ 
④補助金の交付（10 月末予定）



秩父市 

Chichibu  City
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（報道関係各位） 

 

令和 5 年度 秩父ミューズパークプールは休園します 

 

 

　今年度、秩父ミューズパークのプールは開園に向けて準備を進めてまいりましたが、施設老朽化

により公衆衛生および安全の確保が難しい状況が発生したため、休園させていただきます。 

　開園を楽しみにしていただいた皆さま、関係者の皆さまには多大なるご迷惑をおかけいたします

が、ご理解とご了解をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域整備部都市計画課 

担当者：新井、斉藤 

☎０４９４－２６－６８６７ 

FAX：０４９４－２６－５９６７



秩父市 

Chichibu  City

 

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月１８日 

（報道関係各位） 

 

女性消防団員ならでは　小学生に防災教育 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

 

災害が起きた時の対応について関心を持ってもらおうと、 

秩父市消防団の女性消防隊では、市内の学童保育室に通う 

小学生を対象に防災教室を開きます。 

 

【日時】 

　※荒川学童保育室は、荒川東小学校内になります。 

※宮地学童保育室は、秩父第一小学校内になります。 

 

【内容】 

　①火事、地震について 

　②紙しばい「災害が起きたらどうする」 

　③いざという時「紙スリッパの作り方」　など 

 

【マスコミの皆様へ】 

　取材をご希望される場合は、お手数ですが担当者まで事前にご連絡ください。 

 

 

【next plan/今後の事業展開】 

　女性消防団員の活動状況をＰＲするとともに、防災の広報や消防団員募集活動を進めます。 

 

 

総務部危機管理課 

担当者：髙橋 

☎０４９４－２１－０１２７ 

FAX：０４９４－２２－１３６３

 時　間 9:30～10:30 11:00～12:00 13:30～14:30

 月　日 場　　　所

 7 月 27 日 高篠第 1 花の木第 1 吉田

 8 月 3 日 高篠第 2 荒川 南

 8 月 10 日 尾田蒔 宮地

 8 月 17 日 大田

 8 月 24 日 西第 2



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月２１日 

（報道関係各位） 

 

秩父川瀬祭が開催されました！ 

　秩父神社夏季例大祭「川瀬祭」が７月１９日（水）、２０日（木）の２日間、天候にも恵まれ盛

大に開催されました。 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

　秩父川瀬祭が４年ぶりにコロナ禍前本来の姿に戻

し、８台の山車が曳行され、神輿洗いの儀式など行事・

祭典等が盛大に開催されました。 

　連日猛暑が続いている中でしたが、２日間ともに天

候と気温にも恵まれ、多くの方がマスクが無いお祭り

を楽しまれていました。 

　川瀬祭は子どもが主役と言われており、笠鉾・屋台の

囃子手や曳き子を務める子どもたちからは元気な掛け

声が聞かれ、最高の夏の思い出になったのではないで

しょうか。 

 

【令和５年　秩父川瀬祭人出報告】 

　　昨年比：21,000 人増（＋38.2％） 

※令和４年　7/19：17,000 人　　　7/20：38,000 人　　計 55,000 人 

 

 

 

 

 

【next plan/今後の事業展開】 

　川瀬祭を通じて、祭りのまち秩父市のＰＲと子どもたちへ伝統文化の継承を図ります。 

 

産業観光部観光課 

担当者：中島、小林 

☎０４９４－２５－５２０９ 

FAX：０４９４－２７－２６２７

 期日 天気 人出

 ７月１９日（水） 曇り ３１，０００人

 ７月２０日（木） 晴れ ４５，０００人

 合計 ７６，０００人

 

7/19 秩父神社境内



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　令和５年７月２５日 

（報道関係各位） 

 

第２６回秩父保健センターまつり開催！ 

今年も講演会と健康度チェックを行います 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

 

　地域や関係団体との交流をとおして、市民の健康づくりへの関心を深め、健康意識の高揚を図る

ことを目的として、第２６回秩父保健センターまつりを開催します。 

 

１．日　時　令和５年７月３０日（日）　午後１時００分～午後４時３０分 

 

２．場　所　秩父市歴史文化伝承館　２階ホール等 

 

３．定　員　１００人（事前申込み制） 

 

４．内　容　①講演　「食べる」ことは「生きる」こと～からだと心を健康に～ 

（医師・歯科医師・薬剤師　各２０分程度　合計１時間） 

　　　　　　②健康度チェック 

（講演の聴講を条件に、講演前後でグループを分け、骨密度、血管年齢などの測定） 

　　　　　　③協力団体の活動ＰＲ等のポスター展示およびチラシ配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療部　秩父保健センター 

担当者：関口、寺岡 

☎０４９４－２２－０６４８ 

FAX：０４９４－２２－５３３８ 

 



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月２５日 

（報道関係各位） 

 

秩父銘仙利活用奨励金を新設します！ 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

　令和５年１２月２６日に、『秩父銘仙』が国指定伝統的工芸品に指定されて１０年目を迎えます。

そこでより多くの方に秩父銘仙に触れていただきたく、以下のとおり奨励金を新設しました。 

 

対象：事業者から、秩父銘仙製品を 10 万円（税抜き）以上購入する秩父市在住・在勤・在学の 

個人又は法人で、購入した製品を着用、使用した写真データを市の HP 等で公開することに同

意する方。 

※秩父市内にて対面接客を主とする店舗営業をしている方も対象。 

※秩父銘仙には、秩父太織を含む。 

※購入する事業者は、秩父銘仙協同組合に所属する織元、秩父地域に事業所を持つ伝統工芸士、秩

父地域に事業所を持ち、秩父産の繭を使用した秩父銘仙を製作する事業者、またはこれらの事業

者が製作した秩父銘仙を加工し製品を製作する事業者。 

【対象となる一例】 

・秩父銘仙を衣類（着物、洋服等）として着用する。 

・対面接客を主とする店舗での接客用衣類として着用する、または内装として秩父銘仙を使用する。 

 

奨励金額：５万円 

 

申請：８月１日（火）から。先着順。（申請前に必ず産業支援課へご相談ください） 

 

【next plan/今後の事業展開】 

　当奨励金によって、秩父銘仙を様々な形で活用いただき、秩父銘仙の良さや可能性を多くの方に

発信します。また銘仙関連のイベントも併せて実施していくことにより、秩父銘仙の良さを再認識

していただく機会を創出していきます。 

 

産業観光部産業支援課 

担当者：三ツ井 

☎０４９４－２５－５２０８ 

FAX：０４９４－２５－１０３６



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月２５日 

（報道関係各位） 

 

「みらいのしごと」体験を通じて未来技術に触れるイベント 

未来技術エキシビションを開催します！ 

～秩父市　Society5.0 事業～ 

 

秩父市では、市内山間地域の少子高齢化による「ヒトとモノ」の移動の困難さに着目した Society

５.０ 社会の実現に向けた「秩父市山間地域におけるスマートモビリティによる生活 交通・物流

融合事業（令和２年度／内閣府地方創生推進交付金（Society5.0 タイプ）採択事業）」を推進して

います。 

この度、当該事業の一環として、先進的な取り組みを住民の皆さんに紹介する「未来技術エキシ

ビション」を開催します。「みらいのしごと」をテーマに小学生が、ドローンや月面探査車パイロ

ット、AI イラストレーターなどの未来の仕事体験を通じて、未来技術に触れることのできる無料

イベントです（要予約）。 

また、どなたでもお立ち寄りいただけるスペースでは、連携民間事業者等によるイベントブース

やドローンの飛行、小型電動モビリティの走行も予定しています。ぜひ取材にお越しください。 

 

◆日　時    ８月１９日（土）　午前１０時３０分～午後４時３０分　　※無料で開催 

　　　　　　※オープニングセレモニーは、１０時３０分から開始予定です。 

午前１０時３０分～１０時３５分　開会・秩父市長挨拶 

　午前１０時３５分～１０時４０分　イベント内容の説明 

　午前１０時５０分～　　　　　　「みらいのしごと」体験スタート 

 

◆場　所　　ウニクス秩父　ユナイテッド・シネマ前広場 
 

◆対　象　　「みらいのしごと」体験：小学生（保護者の同行が必要です）※要予約　 

　　　　　　※市の取り組みや関連事業者のイベントブース、ドローン飛行等は、どなたでもご覧 

　　　　　　　いただけます。 

 

◆申込方法　「みらいのしごと」体験のお申し込みは、市報７月号に掲載中の記事やチラシに記載

している２次元バーコードを読み取っていただき、お申し込みください（７月２２日

から先着順で受付開始）。 

 

産業観光部　先端技術推進課 

担当者：山中 

☎：０４９４－２１－５５２２ 

FAX：０４９４－２５－０１３６



秩父市 

Chichibu  City

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月２５日 

（報道関係各位） 

 

秩父宮記念市民会館主催事業 

けやきのたね・音楽シリーズ 

市民会館新たな企画を始動！ 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

　秩父宮記念市民会館では、芸術が芽吹き、広がって

いくよう願いをこめ、新たに「けやきのたね」を始動

します！ 

　今年は、音楽シリーズとしてお二人の素敵な演奏家

によるソロコンサートを開催します。８０席限定で、

より間近で音楽に触れていただける機会です。ぜひお

気軽にご参加ください。 

  

岩川光さんの演奏は、左記の QR コードを読み取

ると、ご覧になれます。 

 

 

■と　き　①令和５年１０月１５日（日） 

鈴木　啓三　ピアノコンサート  ～みえる音、きこえる風景～　　　　　 

②令和５年１１月　５日（日） 

岩川　光　ケーナコンサート  ～ケーナの新地平～ 

　　　　　※各回午後３時開演（午後２時３０分開場） 

■ところ　秩父宮記念市民会館　けやきフォーラム 

■料　金（全席自由）各回１，５００円　※未就学児の入場不可 

■チケット申込 　７月２８日（金）午前１０時～（メール予約、窓口販売） 

　　　　　 　　　※申込初日はメール予約のみ取り扱い 

　　　　 　　　※申込初日の翌日以降、残券がある場合のみ窓口販売を取り扱います。 

申込に関する詳細は、市民会館ホームページををご覧ください。 

 

【next plan/今後の事業展開】 

今後もさまざまな事業を展開し、市民をはじめとする多くの方々の鑑賞機会の充実を図り、芸術

文化を通じて地域の活性化を図ります。 

 

市民部秩父宮記念市民会館 

担当者：橋本 

☎０４９４－２４－６０００ 

FAX：０４９４－２３－２２９８

鈴木　啓三 岩川　光



秩父市 

Chichibu  City

 

 

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月２５日 

（報道関係各位） 

 

第１１回スキルアップ事業 

「HIRAKIN ソフトボール教室 

～鳥山和也　秩父へ恩返し～」開催！ 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

　秩父市では、プロスポーツ選手や世界を舞台に

活躍したトップアスリートを招聘（しょうへい）

し、スポーツ教室を開催しております。本年は秩

父地域で活動している小中学生、高校生のソフト

ボールチームを対象に、平林金属（株）男子ソフ

トボール部の鳥山和也選手ほか、監督、選手をお

招きし、ソフトボール教室を行います。 

　当日は、プロ選手の指導者・経験者ならではの

指導や、ソフトボール体験を行う予定です。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 

 

　●日　　時　　　令和５年８月２２日（火）午後１時～４時（予定） 

 

　●会　　場　　　影森グラウンド（※雨天の場合は、秩父市文化体育センター 

第１アリーナで、室内教室を開催します） 

 

　●参加者数　　　秩父地域で活動している小中学生、高校生のソフトボールチーム 

　約１００人（予定） 

 

　●講　　師　　　平林金属（株）男子ソフトボール部　 

監督　吉村　　啓（よしむら　ひろし） 

選手　鳥山　和也（とりやま　かずや） 

　　　　　　　　　　　　　　小山　玲央（こやま　れお） 

蓮沼　　陸（はすぬま　りく） 

八角　光太郎（やすみ　こうたろう） 

和田　彩斗（わだ　あやと） 

 

市民部市民スポーツ課 

担当者：原嶋、新井 

☎：０４９４－２５－５２３０ 

FAX：０４９４－２２－４７７０



秩父市 

Chichibu  City

 

 

昨年度の伐木体験実習の様子 

Press Release 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年７月２８日 

（報道関係各位） 

 

林業就業者対策事業が行われます！ 

市では、多くの若者に林業へ興味をもっていただくため、秩父農工科学高等学校森林科学科の生

徒を対象にチェーンソー取扱安全教育や秩父地域の森林で伐木体験を行います。 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

１　内　容 

　　秩父農工科学高等学校森林科学科の生徒を対象に、森林の仕事を体験し知ることを通じて、林

業を進路の選択肢の一つとしていただくことで、林業就業機会の増加を図ります。 

 

 

（１）チェンソー取扱安全教育 

　　　日時：７月３１日（月）～８月２日（水） 

　　　場所：秩父農工科学高等学校 

 

（２）刈払機取扱安全教育 

　　　日時：８月４日（金） 

　　　場所：秩父農工科学高等学校 

 

（３）伐木、刈払、測量体験 

　　　日時：８月７日（月）　※予備日：８日（火） 

　　　場所：秩父郡小鹿野町倉尾地内 

 

（４）高性能林業機械を用いた林業現場の見学等 

　　　１１月頃を予定 

　　　 

本事業受託事業者：秩父広域森林組合 

 

【next plan/今後の事業展開】 

　本事業等を通じて林業担い手の確保を進め、秩父地域の森林整備を推進していきます。 

 

 

 

環境部森づくり課 

担当者：水野 

☎ ：０４９４－２２－２３６９ 

FAX：０４９４－２２－２６０３


